
ご宴会等の終了時間につきましては、約定いただいた時刻をお守りください。

定刻を超過した場合は追加料金を頂戴いたします。会場の予約等の状況によって

は、時間超過に応じられない場合がありますことをご了承ください。

宴会等規約（株式会社ラスイート）
ご宴会、催事、会議等（以下、「ご宴会等」と表記します）の会場利用に関して、次の通り規約を定めております。

よくお読みいただきご了承願います。

1. 宴会時間

当施設の了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項（ご宴会等に関す

る装飾、余興等の機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取りつけ方法等の決

定あるいは設置等）につきましては、施設の美観・動線などを考慮し一定のルールのも

とに実施していただくよう、当施設よりその業者の方々にご指示させていただきます。

8. 直接ご依頼の業者に対する指示

お客様（お客様側の全ての関係者を含みます）及びお客様が直接ご依頼された業者

の方々は、施設や施設の什器備品等を破損したり、損傷しないよう充分にご注意くだ

さい。もし、施設や施設の什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修復に

関して当施設よりお客様にご指示申し上げます。それに合わせて速やかに修理、また

は損害賠償を実施していただきます。

9. 損害賠償

当施設は、申込者、成約者、またはご宴会等にご出席のお客様に次に掲げる事由の

いずれかが認められる場合には、ご宴会等のお申込みをお断りするか、または契約を

解除することができることとします。

10. 契約解除等

以下に定める事由に該当することがあった場合につきましては、お客様、弊社ともに

免責とさせていただきます。

11. 免責事項

次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご了承ください。

12. 禁止事項

お客様の個人情報は、株式会社ラスイートのご案内送付及びお客様へのよりよい

サーヴィスご提供のために利用させていただき、弊社の個人情報保護基準に基

づき、保管・管理いたします。ご本人の承諾なく第三者に開示・提供は一切いたし

ません。（但し、法令に基づき要請された場合を除きます）

13. 個人情報の取り扱い

ご宴会等のご予約に際しましては、お申込金を申し受けます。

利用申込書と共に申込金請求書をお渡ししますので、所定の期日までにお振り込み

（または現金でお支払い）ください。利用申込書のご提出と申込金の入金を確認後、

当施設から予約承認書をお送りします。予約承認書のご送付をもって成約とさせて

いただきます。

2. お申込金と成約

ご宴会等の開催予定日の３週間前を目処に、当施設から見積金額をご連絡いたします

ので、原則としてご宴会等開催日の7日前までにお振り込み（または現金でお支払い）

ください。

3. 前受金

料理等をご用意させていただく人数の最終連絡は、宴会等開催日の２日前（土日祝に

あたる場合は更にその前日）の正午までにお願いいたします。

なお、ご宴会等の内容及びご注文の内容によっては、これとは別の連絡期限を予め指

定させていただくことがございます。

上記期限後の人数減少には対処いたしかねますのでご了承ください。

4. 人数の確認

ご宴会等の全ての費用（お申込金及び前受見積金を充当した残金）は、ご宴会等

終了後に計算書をお渡ししますので所定の期日までにお振り込み（または現金でお支

払い）ください。お申込金及び前受見積金で余剰が出た場合は、ご宴会等終了日から

20日以内にご返金申し上げます。

5. ご清算

ご宴会等に関する装飾、音響照明、余興、引き出物及びレセプタント等につきまして

は、施設指定協力業者に手配させていただきます。

お客様が直接、施設指定協力業者以外の業者に依頼される場合は、事前に施設側

の了承を得た上でご手配くださいますようお願い申し上げます。また、その際は機材の

搬入・搬出料金を頂戴いたしますので、予めご了承ください。

7. 装飾・余興等の手配

ご宴会等の成約後の取消については、下記により取消料を頂戴いたします。

ご宴会等の期日変更につきましてもこれに準じます。

6. 取消料等

取消申出日（変更申出日）

開催日の180日～121日前まで ご予約会場の正規室料の30%

ご予約会場の正規室料の50%

ご予約会場の正規室料の80%

開催日の120日～ 91日前まで

開催日の 90日～ 61日前まで

ご宴会等のお見積総額の50%

ご宴会等のお見積総額の70%

ご宴会等のお見積総額の80%

ご宴会等のお見積総額の全額

開催日の 60日～ 31日前まで

開催日の 30日～ 11日前まで

開催日の  10日～ 前日まで

開催日の当日

※既に製作等にて発生した実費は加算させていただきます。

※正規室料につきましては、会議利用の場合の室料を適用させていただきます。

※お見積り金額につきましては、直近の見積書内容を適用させていただきます。

取消料（変更料）

1. ご宴会等にご出席のお客様の中に次の事由に該当する者がいる場合。

2. 当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。

1. 天災地変、または施設の故障、その他施設側の責任に帰することのできない
　事由により宴会場の使用ができない場合。

1. 犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜等の持ち込み。
  （盲導犬、介助犬、聴導犬は除く）

2. 発火または引火性の物品等危険物の持ち込み。

3. 悪臭を発するものの持ち込み。

4. 賭博等風紀を乱す行為または他のお客様の迷惑になるような言動。

5. 備付品等の移動。

6. 大音響や振動が伴う余興等。

7. お申込み時の使用目的以外のご使用。

8. その他法令で禁じられている行為。

2. 関係諸官庁より特別な指示のあるとき。

5. 本規約に違反した場合。

3. 当社もしくは当社の従業員に対し、暴力的要求行為あるいは、
　合理的範囲を超える負担要求があった場合。

4. ご宴会等の実施に伴い、お客様またはその関係者に対する抗議行為、
　いやがらせ等の発生が合理的に予想され、他のお客様や近隣地域への
　迷惑発生のおそれが大きいと判断される場合。

（1）暴力団、暴力団関係団体、その他の反社会的勢力、

　  またはそれらに属する者（以下、「暴力団等」と称します） 

（2）暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体に属する者。

（3）暴力団等に該当する者がいる法人その他の団体に属する者。


